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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月31日(2021.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発することが可能な複数の発光手段と、
　一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第１導光部と、一の前記発光手段から
発せられる光を導光可能な第２導光部と、を有する透光部材と、を備え、
　一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第３導光部をさらに備え、
　前記第１導光部は、一の前記発光手段から発せられる光が入射可能なように配設されて
いる一方、前記第３導光部も、該一の発光手段から発せられる光が入射可能なように配設
されている、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１導光部及び前記第３導光部は、前記第２導光部と比較して、一の前記発光手段
から発せられる光を広範囲に導光可能である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透光部材と
の距離は、前記第２導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透
光部材との距離よりも長い、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来、発光装飾部を備え、光源の発光による演出を行うことが可能な遊技機が知られて
いる（特許文献１参照）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０１３６８６号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明者は、このような発光手段を備える遊技機について、鋭意検討を重ねる過程にお
いて、発光手段から発せられる光の導光に関して工夫を凝らすことにより、新たなエンタ
ーテインメント性を創出することができるのではないかという考えに至った。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであり、発光手段を備える遊技機にお
いて新たなエンターテインメント性を創出することを目的とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は、以下の遊技機を提供する。
　（Ｉ）　光を発することが可能な複数の発光手段と、
　一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第１導光部と、一の前記発光手段から
発せられる光を導光可能な第２導光部と、を有する透光部材と、を備え、
　一の前記発光手段から発せられる光を導光可能な第３導光部をさらに備え、
　前記第１導光部は、一の前記発光手段から発せられる光が入射可能なように配設されて
いる一方、前記第３導光部も、該一の発光手段から発せられる光が入射可能なように配設
されている、
　ことを特徴とする遊技機。
　（ＩＩ）　前記（Ｉ）の遊技機であって、
　前記第１導光部及び前記第３導光部は、前記第２導光部と比較して、一の前記発光手段
から発せられる光を広範囲に導光可能である、
　ことを特徴とする。
　（ＩＩＩ）　前記（Ｉ）又は（ＩＩ）の遊技機であって、
　前記第１導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透光部材と
の距離は、前記第２導光部により導光され得る光を発することが可能な発光手段と前記透
光部材との距離よりも長い、
　ことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１３】
　本発明によれば、発光手段を備える遊技機において新たなエンターテインメント性を創
出することができる。
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